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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

昨
年
も
警
察
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

です 

警察では、毎年１月１０日を「１１０番の日」 

と定め、１１０番通報の適切な利用について、ご理解・

ご協力をいただくよう広く県民のみなさんに呼び掛け

ています。 

 「１１０番」は、事件・事故などを警察に知らせて 

いただくための緊急通報電話です。 

 緊急の対応を必要としない場合は、「＃９１１０」

を利用してください。 
 いたずら電話は真に必要な事件・事故の１１０番通
報が受理できなくなるなど、業務の妨害になります。 

 悪質ないたずらは、検挙されることがありますので 

絶対にしないでください。 

１月１０日

福山東警察署 ０８４－９２７－０１１０ 

 
事件ですか事故ですか？ 

 

 

 

吉津交番管内において、一般住宅を狙った侵入盗が発生しています。 

被害に遭わないよう、以下の点に注意をお願いします。 

〇 外出時のみでなく、就寝時も確実に戸締まりをお願いします。 

〇 お風呂場やトイレ等にある、小さな窓も侵入口となります。 

確実に施錠をお願いします。 

〇 現金等、貴重品は目につきにくい場所に保管をお願いします。 

 

  


